
企 ふるさと納税業 版

子育て応援甘楽町！

企業版ふるさと納税とは？

国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して、

企業様が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

通常の寄附における損金算入による軽減効果（寄附額の約3割）と合わせて、税額控除

（寄附額の最大6割）により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が

寄附額の約1割まで圧縮されます。

税額軽減が最大で９割！実質企業負担は１割に！

損金算入

約３割
企業負担

約１割
税額控除

約６割
通常の寄附

企業版ふるさと納税

＼100万円寄附すると最大90万円の法人関係税が軽減／

１ 法人住民税 寄附額の４割を税額控除（法人住民税法人税割額の20％が上限）

２ 法 人 税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。

ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）

３ 法人事業税 寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）
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企業様のPRに！
町広報への掲載
町ホームページへの掲載
園のお便りへ掲載

社会貢献に！
SDGsの推進に
ご協力

企業様のメリット
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甘楽町の
子育て支援を

応援してください！

制度活用にあたっての注意事項
・１回あたり10万円の寄附が対象となります
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止です
・本社が所在する地方公共団体への寄附は、本制度の対象外です。
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寄附の申込方法・流れ

保育料完全無償化
すべての子どもの
保育料を無償としています

入学応援金事業
小・中・高入学時に応援金を
支給しています

家庭子育て世帯応援金事業

通園していない子どもがいる
家庭へ応援金を支給しています

給食費無料化事業

町内の園の給食費を無料として
います

子育てするすべての人を応援します

甘楽町では、誰もが安心して子どもを産み育てられ、

子どもたちが健やかに成長できるようさまざまな

子育て支援に取り組んでいます

いただいた御寄附の活用先

お問い合わせ

寄附に関するお問い合わせ 事業内容に関するお問い合わせ

申込・入金方法、寄附金受領証明書等
甘楽町 企画課 財政係
TEL 0274-74-3134
Mail zaisei@town.kanra.lg.jp

各種事業の内容等
甘楽町 福祉課 こども係
TEL 0274-67-5194
Mail kodomo@town.kanra.lg.jp


